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令和２年第１回大仙市議会定例会会議録第５号

令和２年３月１７日（火曜日）

議 事 日 程 第 ５ 号

令和２年３月１７日（火曜日）午前１０時００分開議

第 １ 議長報告 ・令和元年度定期監査報告書

・令和元年度定期監査（テーマ別）報告書

・例月現金出納検査結果

第 ２ 議案第３４号 大仙市役所部等設置条例の一部を改正する条例の制定について

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ３ 議案第３５号 大仙市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の

制定について （総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ４ 議案第３６号 大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について （総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ５ 議案第３７号 大仙市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ６ 議案第３８号 大仙市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制

定について （総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ７ 議案第３９号 大仙市公共施設修繕引当基金条例の一部を改正する条例の制定

について （総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ８ 議案第４０号 大仙市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ９ 議案第４１号 大仙市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第１０ 議案第４２号 大仙市牧野条例の一部を改正する条例の制定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）
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第１１ 議案第４３号 大仙市中仙地域農業総合管理施設条例の一部を改正する条例の

制定について （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１２ 議案第４４号 大仙市観光情報センター条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１３ 議案第５５号 大仙市南外多目的集会施設設置条例を廃止する条例の制定につ

いて （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１４ 議案第５６号 大仙市協和農作業準備休養施設設置条例を廃止する条例の制定

について （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１５ 議案第５８号 大仙市中里温泉条例の制定について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１６ 議案第５９号 新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更について

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１７ 議案第６１号 令和２年度大仙市企業団地整備事業特別会計への繰入れについ

て （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１８ 議案第４５号 大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１９ 議案第４６号 大仙市立大曲病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第２０ 議案第５７号 大仙市へき地保育所条例を廃止する条例の制定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第２１ 議案第６２号 令和２年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入れについて

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第２２ 議案第４７号 大仙市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て （建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第２３ 議案第４８号 大仙市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第２４ 議案第４９号 大仙市大曲駅前第二地区都市再生住宅条例の一部を改正する条

例の制定について（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）
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第２５ 議案第５０号 大仙市建築物エネルギー消費性能向上計画等認定手数料条例の

一部を改正する条例の制定について

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第２６ 議案第５１号 大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例の一部を改正

する条例の制定について

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第２７ 議案第５２号 大仙市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第２８ 議案第５３号 大仙市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第２９ 議案第５４号 大仙市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第３０ 議案第６０号 市道の路線の認定及び廃止について

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第３１ 議案第６３号 令和元年度大仙市一般会計補正予算（第１１号）

（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第３２ 議案第６４号 令和元年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） （総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第３３ 議案第６５号 令和元年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第３４ 議案第６６号 令和元年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第３５ 議案第６７号 令和元年度大仙市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号）

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第３６ 議案第６８号 令和元年度大仙市淀川財産区特別会計補正予算（第１号）

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第３７ 議案第６９号 令和元年度市立大曲病院事業会計補正予算（第１号）

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）
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第３８ 議案第７０号 令和元年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第３号）

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第３９ 議案第７１号 令和２年度大仙市一般会計予算

（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第４０ 議案第７２号 令和２年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第４１ 議案第７３号 令和２年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第４２ 議案第７４号 令和２年度大仙市学校給食事業特別会計予算

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第４３ 議案第７５号 令和２年度大仙市奨学資金特別会計予算

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第４４ 議案第７６号 令和２年度大仙市企業団地整備事業特別会計予算

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第４５ 議案第７７号 令和２年度大仙市スキー場事業特別会計予算

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第４６ 議案第７８号 令和２年度大仙市太陽光発電事業特別会計予算

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第４７ 議案第７９号 令和２年度大仙市小水力発電事業特別会計予算

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第４８ 議案第８０号 令和２年度大仙市内小友財産区特別会計予算

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第４９ 議案第８１号 令和２年度大仙市大川西根財産区特別会計予算

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第５０ 議案第８２号 令和２年度大仙市荒川財産区特別会計予算

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第５１ 議案第８３号 令和２年度大仙市峰吉川財産区特別会計予算

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第５２ 議案第８４号 令和２年度大仙市船岡財産区特別会計予算

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）
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第５３ 議案第８５号 令和２年度大仙市淀川財産区特別会計予算

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第５４ 議案第８６号 令和２年度市立大曲病院事業会計予算

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第５５ 議案第８７号 令和２年度大仙市上水道事業会計予算

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第５６ 議案第８８号 令和２年度大仙市簡易水道事業会計予算

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第５７ 議案第８９号 令和２年度大仙市下水道事業会計予算

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第５８ 陳情第３９号 低賃金の改善と全国一律制にすることを求める陳情

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第５９ 陳情第４１号 種苗の自家増殖原則禁止とする種苗法改定を行わないよう意見

書提出を求める陳情

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第６０ 意見書案第２４号 低賃金の改善と全国一律制にすることを求める意見書

（質疑・討論・表決）

第６１ 議案第９０号 大仙市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

（質疑・討論・表決）

第６２ 議案第９１号 監査委員の選任について （説明・質疑・討論・表決）

第６３ 議案第９２号 令和元年度大仙市一般会計補正予算（第１２号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第６４ 議案第９３号 令和２年度大仙市一般会計補正予算（第１号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第６５ 各委員会からの閉会中の継続審査及び所管事務調査の申し出について

出席議員（２６人）

１番 古 谷 武 美 ２番 ３番 三 浦 常 男

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 挽 野 利 恵 ６番 秩 父 博 樹

７番 石 塚 柏 ８番 冨 岡 喜 芳 ９番 本 間 輝 男
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１０番 藤 田 和 久 １１番 佐 藤 文 子 １２番 小笠原 昌 作

１３番 小 松 栄 治 １４番 後 藤 健 １５番 佐 藤 育 男

１６番 １７番 児 玉 裕 一 １８番 佐 藤 芳 雄

１９番 髙 橋 徳 久 ２０番 橋 本 五 郎 ２１番 渡 邊 秀 俊

２２番 佐 藤 清 吉 ２３番 高 橋 幸 晴 ２４番 大 山 利 吉

２５番 鎌 田 正 ２６番 高 橋 敏 英 ２７番 橋 村 誠

２８番 金 谷 道 男

欠席議員（０人）

遅刻議員（０人）

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 老 松 博 行 副 市 長 佐 藤 芳 彦

副 市 長 西 山 光 博 教 育 長 吉 川 正 一

上 下 水 道 事 業
今 野 功 成 総 務 部 長 舛 谷 祐 幸

管 理 者

企 画 部 長 福 原 勝 人 市 民 部 長 加 藤 博 勝

健 康 福 祉 部 長 加 藤 実 農 林 部 長 福 田 浩

経 済 産 業 部 長 高 橋 正 人 建 設 部 長 古 屋 利 彦

災害復旧事務所長 進 藤 孝 雄 病 院 事 務 長 冨 樫 公 誠

教 育 指 導 部 長 佐 藤 英 樹 生 涯 学 習 部 長 安 達 成 年

総 務 部 次 長 兼
佐々木 隆 幸

総 務 課 長

議会事務局職員出席者

局 長 齋 藤 博 美 参 事 齋 藤 孝 文

参 事 進 藤 稔 剛 参 事 冨 樫 康 隆

副 主 幹 佐 藤 和 人
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午前１０時００分 開 議

○議長（金谷道男） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

○議長（金谷道男） 本日の議事は、議事日程第５号をもって進めます。

○議長（金谷道男） 日程第１、この際、諸般の報告をいたします。

令和元年度定期監査報告書、令和元年度定期監査（テーマ別）報告書及び例月現金出

納検査結果が市監査委員から提出されましたので、別添お手元に配付のとおり報告いた

します。

また、先般、３月１３日に大仙市議会議員定数等検討会議が設置され、その委員につ

きまして議員定数等検討会議設置規定第３条第２項の規定により、別紙お手元に配付の

とおり指名いたしましたので報告いたします。

○議長（金谷道男） 次に、日程第２、議案第３４号から日程第９、議案第４１号までの

８件を一括して議題といたします。

本８件に関し、委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長１４番後藤健君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） １４番。

【１４番 後藤健議員 登壇】

○総務民生常任委員長（後藤 健） おはようございます。

本会議第４日目、当委員会に審査付託となりました事件について、去る３月９日並び

に１０日の２日間にわたって委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求め、慎重審査

いたしましたので、その経過及び結果について順次ご報告いたします。

はじめに、議案第３４号「大仙市役所部等設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」から議案第３８号「大仙市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の

制定について」までと、議案第４０号「大仙市監査委員に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」及び議案第４１号「大仙市印鑑条例の一部を改正する条例の制定

について」の７件については、当局の説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、

出席委員の一致をもちまして、本７件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であ
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ります。

次に、議案第３９号「大仙市公共施設修繕引当基金条例の一部を改正する条例の制定

について」は、当局の説明に対し、質疑において「条例改正により、この基金を活用し

て施設の解体経費にも利用するようだが、どの施設の解体を予定しているのか。」との

質問がありました。「来年度予定している解体は６事業１３カ所ある。具体的には消防

団格納庫や防火水槽の解体、西仙北青少年自然の家の解体を計画している。」との答弁

がありました。

その他、質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席

委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【１４番 後藤健議員 降壇】

○議長（金谷道男） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより議案第３４号から議案第４１号までの８件を一括して採決いたします。本８

件に対する委員長報告は原案可決であります。本８件は、委員長報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本８件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（金谷道男） 次に、日程第１０、議案第４２号から日程第１７、議案第６１号ま

での８件を一括して議題といたします。

本８件に関し、委員長の報告を求めます。企画産業常任委員長２４番大山利吉君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ２４番。

【２４番 大山利吉議員 登壇】
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○企画産業常任委員長（大山利吉） ご報告いたします。

今期定例会、本会議第４日に当常任委員会に審査付託となった事件につきまして、去

る３月９日及び１０日に委員会を開会し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いた

しましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。

はじめに、議案第４２号「大仙市牧野条例の一部を改正する条例の制定について」に

つきましては、委員から「黒森山牧野について、牧場として使用することは問題ないの

か。また、危険な箇所もあるため、整備が必要と考えるがどうか。」との質疑に対し、

「法令による拘束はなく、県や国との協議により、牧場としての利用は問題ないと確認

している。また、牧場整備に関しては、ほかの牧場と合わせて必要に応じて、国・県事

業を活用して整備を検討していく。」との答弁がございました。

当局からの内容説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまし

て、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第４３号「大仙市中仙地域農業総合管理施設条例の一部を改正する条例の

制定について」、議案第４４号「大仙市観光情報センター条例の一部を改正する条例の

制定について」、議案第５５号「大仙市南外多目的集会施設設置条例を廃止する条例の

制定について」、議案第５６号「大仙市協和農作業準備休養施設設置条例を廃止する条

例の制定について」、議案第５８号「大仙市中里温泉条例の制定について」及び議案第

６１号「令和２年度大仙市企業団地整備事業特別会計への繰入れについて」の６件につ

きましては、当局からの内容説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致

をもちまして、本６件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第５９号「新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更について」につ

きましては、委員から「この新市建設計画と総合計画及び立地適正化計画の三つの計画

の役割について教えていただきたい。」との質疑に対し、当局からは「新市建設計画は、

合併時に策定が義務付けられているもので、新市のまちづくりや財政計画などが含まれ

ており、合併後、２次にわたって策定されている総合計画は、新市建設計画の内容を基

本的に引き継いでいる。なお、合併特例等の適用については、新市建設計画に記載され

ていなければならないという条件があるため、現在も引き継いでいるところである。ま

た、立地適正化計画は、基本的には都市計画区域内におけるまちづくりの方針を定める

ものであるが、区域外である各地域も含め、地域拠点や生活拠点といった概念を入れて

策定したもので、総合計画の下位計画という位置付けにある。」との答弁がありました。
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当局からの内容説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまし

て、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【２４番 大山利吉議員 降壇】

○議長（金谷道男） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより議案第４２号から議案第６１号までの８件を一括して採決いたします。本８

件に対する委員長報告は原案可決であります。本８件は、委員長報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本８件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（金谷道男） 次に、日程第１８、議案第４５号から日程第２１、議案第６２号ま

での４件を一括して議題といたします。

本４件に関し、委員長の報告を求めます。教育福祉常任委員長１９番髙橋徳久君。

（「議長、１９番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） １９番。

【１９番 髙橋徳久議員 登壇】

○教育福祉常任委員長（髙橋徳久） ご報告いたします。

本会議第４日に当委員会に審査付託となりました事件につきまして、去る３月９日及

び１０日に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしましたので、

その経過及び結果についてご報告いたします。

議案第４５号「大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第４６号「大仙市立大曲

病院事業の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第５７号
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「大仙市へき地保育所条例を廃止する条例の制定について」及び議案第６２号「令和２

年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入れについて」の４件は、当局の内容説明を了

とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本４件は原案

のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【１９番 髙橋徳久議員 降壇】

○議長（金谷道男） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第４５号から議案第６２号までの４件を一括して採決いたします。本

４件に対する委員長報告は原案可決であります。本４件は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本４件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（金谷道男） 次に、日程第２２、議案第４７号から日程第３０、議案第６０号ま

での９件を一括して議題といたします。

本９件に関し、委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長１５番佐藤育男君。

（「はい、議長、１５番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） １５番。

【１５番 佐藤育男議員 登壇】

○建設水道常任委員長（佐藤育男） ご報告いたします。

今次定例会本会議第４日に当委員会に審査付託となりました事件につき、去る３月９

日、委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしましたので、その

経過及び結果についてご報告いたします。

議案第４７号「大仙市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」か
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ら議案第６０号「市道の路線の認定及び廃止について」までの９件につきましては、当

局からの内容説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちま

して、本９件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【１５番 佐藤育男議員 降壇】

○議長（金谷道男） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第４７号から議案第６０号までの９件を一括して採決いたします。本

９件に対する委員長報告は原案可決であります。本９件は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本９件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（金谷道男） 次に、日程第３１、議案第６３号から日程第３８、議案第７０号ま

での８件を一括して議題といたします。

本８件に関し、各委員長の報告を求めます。はじめに、総務民生常任委員長１４番後

藤健君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） １４番。

【１４番 後藤健議員 登壇】

○総務民生常任委員長（後藤 健） ご報告いたします。

議案第６３号「令和元年度大仙市一般会計補正予算（第１１号）」のうち、当委員会

に付託された所管する予算については、当局の説明に対し、質疑において「災害に強い

まちづくり事業費が大きく減額となっているが、今後どのように改善していくのか。」

との質問があり、「自主防災組織活動への補助金が減額となったものである。地区防災

マップやマイ・タイムラインについて説明会を実施し、作成を促進したが目標に届かな
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かった。来年度に向けて、指導する職員の研修の実施や作成マニュアルの見直しを行っ

ており、活動推進につなげたい。」との答弁がありました。

また、委員から「個人番号カード交付事業費負担金について、マイナンバーカードの

申請が増えたことにより増額との説明があったが、現在の申請件数は何件か。また、申

請数が増加した要因をどう考えているのか。」との質問がありました。「申請件数は

１２月末で９，６５２件となっている。増加の要因は、今後、マイナンバーカードが保

険証として運用予定であることや、地方公務員に一斉取得の通知がされていることなど

が考えられる。」との答弁がありました。

その他、２、３の質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結

果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第で

あります。

次に、議案第６４号「令和元年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）」については、当局の説明に対し、質疑において「高額医療費共同事業等の算定誤

りによる返還金が１２月の報告と違うのはどうしてか。」との質問がありました。

「１２月の報告時は、国庫負担金の返還が平成２７年から３年間分であったが、時効の

捉え方が変わり、平成２６年から４年間分になると国から連絡があり、変更となってい

る。」との答弁でした。

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決す

べきものと決した次第であります。

次に、議案第６５号「令和元年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）」、議案第６７号「令和元年度大仙市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１

号）」及び議案第６８号「令和元年度大仙市淀川財産区特別会計補正予算（第１号）」

の３件については、当局の説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の

一致をもちまして、本３件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【１４番 後藤健議員 降壇】
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○議長（金谷道男） 次に、企画産業常任委員長２４番大山利吉君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ２４番。

【２４番 大山利吉議員 登壇】

○企画産業常任委員長（大山利吉） ご報告いたします。

同じく議案第６３号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する補正予算につ

きましては、当局の説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委員の一致

をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【２４番 大山利吉議員 降壇】

○議長（金谷道男） 次に、教育福祉常任委員長１９番髙橋徳久君。

（「はい、議長、１９番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） １９番。

【１９番 髙橋徳久議員 登壇】

○教育福祉常任委員長（髙橋徳久） ご報告いたします。

議案第６３号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する補正予算につきまし

ては、当局からの補正内容の説明に対し、委員から、社会福祉課所管のプレミアム付商

品券事業費について、「商品券が思ったより購入されなかった理由について、何か分

かっていることがあるか。」との質疑があり、当局からは「一昨年度まで実施されてい

た福祉給付金は、１人当たり５千円を支給するという事業だったが、今回は申請者が１

人当たり２万円を支払って２万５千円分の商品券を購入してもらうという事業であり、

問い合わせの中でも『やはり購入しなければいけないのか。』といった声が多く聞かれ、

支給ではなく購入しなければならなかった点が大きな理由になったと思われる。」との

答弁がありました。

教育総務課所管の小学校空調設備整備事業費について、「今回で小学校は全て整備さ

れることになるのか。また、中学校の整備予定はあるか。」との質疑があり、当局から
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は「今回、国の補正予算により、小学校は予算措置して全て整備されることとなる。来

年も同様に国で予算化されれば、中学校も実施したいと考えている。」との答弁があり

ました。

その他、質疑がありましたが、当局の内容説明を了とし、採決の結果、出席委員の一

致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

議案第６６号「令和元年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）」及び議案第

６９号「令和元年度市立大曲病院事業会計補正予算（第１号）」の２件は、当局からの

補正内容の説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちま

して、本２件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【１９番 髙橋徳久議員 降壇】

○議長（金谷道男） 次に、建設水道常任委員長１５番佐藤育男君。

（「はい、議長、１５番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） １５番。

【１５番 佐藤育男議員 登壇】

○建設水道常任委員長（佐藤育男） ご報告いたします。

議案第６３号「令和元年度大仙市一般会計補正予算（第１１号）」のうち、当委員会

に審査付託となりました所管する予算につきましては、道路河川課の所管する補正予算

の内容説明に対し、委員から、通学路歩道整備事業費について「歩道整備に係る工事請

負費に未執行額が４，５８０万４千円ある。今回補正する太田地域の３，８００万円を

除いても、まだ未執行額があるが、それはなぜか。」との質疑があり、当局から「その

未執行額は中仙地域と南外地域のものであり、中仙地域については県の河川工事と場所

が重なり、県工事の大型トラックが市の施工区間を通行するため、歩道の拡幅工事に着

手できず遅れてしまったものであり、太田地域の分を含め、翌年度に繰り越して工事を

進めていく。南外地域については、翌年度に繰り越しての工事を見込んでいたが、現在、

年度内完成の予定で工事を進めている。」との答弁がありました。
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その他、質疑がありましたが、当局からの補正内容の説明を了とし、討論はなく、採

決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した

次第であります。

次に、議案第７０号「令和元年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第３号）」につ

きましては、当局の補正内容の説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、出席委

員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【１５番 佐藤育男議員 降壇】

○議長（金谷道男） これより討論を行います。討論の通告がありませんので討論なしと

認めます。

これより、議案第６３号から議案第７０号までの８件を一括して採決いたします。本

８件に対する委員長報告は原案可決であります。本８件は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本８件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（金谷道男） 次に、日程第３９、議案第７１号から日程第５７、議案第８９号ま

での１９件を一括して議題といたします。

本１９件に関し、各委員長の報告を求めます。はじめに、総務民生常任委員長１４番

後藤健君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） はい、１４番。

【１４番 後藤健議員 登壇】

○総務民生常任委員長（後藤 健） ご報告いたします。

議案第７１号「令和２年度大仙市一般会計予算」のうち、当委員会に付託された所管

する予算につきましては、所管課ごとに説明と質疑を受けましたので、所管課ごとに質



- 193 -

疑の内容を報告いたします。

総務課の予算においては、「会計年度任用職員へ移行したことにより、報酬が下がる

人はいないか。」との質問には「現行の勤務体系と変わらなければ、報酬等が下がる人

はいない。」との答弁がありました。

財政課の予算においては、「森林環境税は国民全員に課税されるものか。また、一般

財源としての取り扱いになるのか。」との質問があり「市民税均等割が賦課されている

方から年額１千円を個人住民税と併せて賦課徴収することになる。一般財源の取り扱い

になるが、森林整備に関連する経費に当てられる。」との答弁がありました。

税務課・債権管理課の予算においては、「法人市民税を納めている事業所は何社ある

のか。」との質問があり「法人市民税を納付している事業所は２，０２６社ある。」と

の答弁がありました。

また、委員から「コンビニ収納が開始されたが、収納率は向上しているのか。」との

質問があり「今年度から始まったものではっきりと数字は出ていないが、督促状の発送

が約１割減っていることから、期限内納付がなされており、効果があるものと思う。」

との答弁がありました。

総合防災課の予算においては、「自主防災組織の組織率が悪いようだが、組織率はど

れくらいか。また、組織率向上のための活動は行っているのか。」との質問があり「大

仙市全体で９１．４パーセントの組織率である。自治会等で説明会を開催しているが、

大曲では町内会がなかったり、近隣との付き合いが希薄であるなどということで、組織

率が伸び悩んでいる状況である。」との答弁がありました。

市民課の予算においては、「個人番号カード交付事業費負担金について、前年度より

予算が増額されているが、マイナンバーカードの申請率は、どれぐらいまで引き上げら

れるのか。」との質問があり「市民へは、９月から始まる消費活性化対策の周知や、要

望のある事業所等で出張申請等により申請を促進し、申請率を引き上げていくが、具体

的な数字については捉えていない。」との答弁がありました。

生活環境課の予算においては、「ごみ収集業務について、ごみ出しが困難な高齢者等

のごみ収集を戸別に行うなど、ごみ出し支援体制を整えるべきではないか。また、高齢

者世帯等へのごみの戸別収集等の支援事業に対し特別交付税措置がされるが、活用を検

討してみてはどうか。」との質問がありました。「戸別収集を行うと、ごみ収集に時間

がかかり、収集体制に影響が出るため実施は困難である。特別交付税については内容を
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確認していきたい。」との答弁がありました。

討論において、「個人番号カード交付事業費負担金が前年比３，８７１万７千円の増

額予算であり、マイナンバーカード普及のため、国の予算でポイントを付与する制度も

始まることから、本予算案に反対する」との発言がありました。

挙手による採決の結果、出席委員の賛成多数をもちまして、本件は原案のとおり可決

すべきものと決した次第であります。

次に、議案第７２号「令和２年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算」については、

当局からの内容説明に対し、質疑において「事業費納付金が年々増加し、令和２年度も

国保税の１人当たり算定額は１４．５パーセントと大きく伸びているが、今後の見通し

をどう考えるか。」との質問がありました。「県全体の納付金が増額されたことと、高

額医療費共同事業の算定誤りによる影響などが伸びた要因である。今後は、ほぼ横ばい

で推移すると思われるが、県でも明言していない状況である。」との答弁がありました。

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決す

べきものと決した次第であります。

次に、議案第７３号「令和２年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算」については、

当局からの内容説明に対し、質疑において「税率改定により１人当たりの保険料はどれ

くらい増えるのか。」との質問があり「広域連合からの資料では、１人当たり保険料と

して令和元年度３万５，５５８円に対し、令和２年度４万６８３円となり、５，１２５

円の増となる。」との答弁がありました。

討論において「年額５，１２５円増額の保険料改定が行われた本予算案には反対であ

る」との発言がありました。

挙手による採決の結果、出席委員の賛成多数をもちまして、本件は原案のとおり可決

すべきものと決した次第であります。

次に、議案第７８号「令和２年度大仙市太陽光発電事業特別会計予算」、議案第８０

号「令和２年度大仙市内小友財産区特別会計予算」から議案第８５号「令和２年度大仙

市淀川財産区特別会計予算」までの７件につきましては、当局の内容説明を了とし、質

疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本７件は原案のとおり可

決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【１４番 後藤健議員 降壇】

○議長（金谷道男） 次に、企画産業常任委員長２４番大山利吉君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ２４番。

【２４番 大山利吉議員 登壇】

○企画産業常任委員長（大山利吉） ご報告いたします。

同じく議案第７１号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につきま

しては、当局からの内容説明に対し、質疑におきまして、はじめに、移住・定住推進事

業費について、「移住コーディネーターと無料職業紹介所の今までの取り組み状況につ

いて教えていただきたい。」との質疑があり、当局からは「一昨年の１１月に無料職業

紹介所を開設し、これまでの実績については、２６件の相談を受けており、移住コー

ディネーターがハローワークに求人が出ていない事業所も回るなどした結果、７名の方

に就職していただいている。」との答弁がありました。

次に、「ある婚活イベントでは、募集定員をオーバーしたため断られたという話を聞

いたが、なぜか。」との質疑があり、当局からは「これまでの募集方法に加え、メール

での応募も可能にしたことにより応募が増えたものであり、ある程度定員を超えて受け

付けたが、イベントの趣旨上、男女の割合を同数程度にする必要もあり、断わざるを得

ないところもあった。」との答弁がありました。

次に、新規就農者研修施設運営費について、「施設の研修生が減ってきている。就農

後の指導、支援についても必要ではないか。」との質疑があり、当局からは「研修施設

は、県普及課ＯＢを講師として実習指導を行っており、研修生は独自自営を目指して研

修に励んでいる。就農時に策定する５年間の計画実現に向け、ＪＡ、県、市でフォロー

アップチームを作り、指導を行うなどの支援を継続していく。」との答弁がありました。

次に、有害鳥獣駆除対策事業費について、「イノシシの被害が多くなっていることか

ら、対策を強化すべきではないか。」との質疑があり、当局からは「平成３０年に中仙

地域で初めてイノシシが捕獲されている。この事業を活用し、イノシシ用のおりを購入

することで有害捕獲の強化を図りたいと考えている。また、注意喚起を促す看板の作成

やチラシを配布している。今後は、被害が確認された太田地域などでも広報に力を入れ
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ていく。」との答弁がございました。

次に、観光拠点施設整備事業費につきまして、「大曲駅西口下りエスカレーター整備

について、設計業務委託料が２，５００万円であるが、過剰ではないか。」との質疑が

あり、当局からは「ＪＲの近接区域のため、設計から工事までを一括してＪＲに依頼す

ることになる。現在は、ＪＲが算出した概算額を上限額として計上しているが、今後、

ＪＲと協定を結び、適正な額で進めてまいりたい。」との答弁がございました。

そのほか、２、３の質疑がありましたが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の

結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。

次に、議案第７６号「令和２年度大仙市企業団地整備事業特別会計予算」につきまし

ては、当局の説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもち

まして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第７９号「令和２年度大仙市小水力発電事業特別会計予算」につきまして

は、委員から「適正化調査及び事業化調査を実施されているが、ほかに適地はあったの

か。」との質疑に対し、当局からは「この調査は全県を対象に秋田県が行ったもので、

本市では、仙北平野土地改良区を管理予定とした仙北堀田地区に隣接する本堂城回、太

田斉内に計画されている。」との答弁がございました。

当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件

は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【２４番 大山利吉議員 降壇】

○議長（金谷道男） 次に、教育福祉常任委員長１９番髙橋徳久君。

（「はい、議長、１９番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） １９番。

【１９番 髙橋徳久議員 登壇】

○教育福祉常任委員長（髙橋徳久） ご報告いたします。

議案第７１号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につきましては、
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当局からの内容説明に対し、委員から、子ども支援課所管の保育士確保推進事業費につ

いて「県内の保育士免許を取得できる学校には足を運んで各種事業の説明を行い、保育

士確保の努力をしていると思うが、県外の学校でもこちらで保育士になりたいとの希望

を持つ学生もいると思うので、１人でも多く大仙市で保育士になっていただくためにも

県外でも同様の活動が必要と考えるが、その予定はあるか。」との質疑があり、当局か

らは「昨年は、大空大仙と一緒に８月に聖霊短大と聖園短大の方に伺い、奨励金や奨学

金返還助成などの事業説明し、保育士確保の活動を行った。また、岩手県の学校にも同

様の活動を行うため、訪問する計画を立てようとしたが調整がつかず未実施となったが、

こういった活動を通して保育士確保に努めてまいりたい。」との答弁がありました。

健康増進センター所管の子育て世代包括支援センター事業費について、「産後うつが

増加しているとのことであるが、何が原因として考えられるか。」との質疑があり、当

局からは「原因は様々考えられるが、核家族化が進んだことや結婚年齢が高くなり、そ

れに伴い出産年齢も引き上げられ、手助けしてくれそうな実家の母親なども高齢化した

ことにより、家族の協力が得られにくくなったこと。情報過多となり、正しい情報の選

択を自分で決めかねて悩んでしまうこと。また、いろいろ悩んでも教えてくれる身近な

方がいらっしゃらないことなどがあると思われる。」との答弁がありました。

教育総務課所管の「スクールバス運行事業費」について、「西仙北中学校分の業務委

託が変更されるとのことであるが、その変更内容はどのようなものか。」との質疑があ

り、当局からは「今まで遠回りして迎えに行っていた生徒がいたが、その必要がなく

なったことにより、距離が短くなったことによる業務委託料の減である。」との答弁が

ありました。

教育指導課所管の「大仙グローバルジュニア育成事業費」について、「ＡＬＴ（外国

語指導助手）について、今も外国人がその職に就いているのか。」との質疑があり、当

局からは「世界各地からＡＬＴとして派遣されており、来年度はＣＩＲ１名、ＡＬＴ１

０名、合計で１１名となる。」との答弁がありました。

さらに委員から、「グローバル化で小学校時代から英語に親しむのは良いことだと思

うが、子どもたちにしてみれば日本人で英語の達者な人がいた方が、日本人同士で分か

る部分もあると思うので、そういう人を指導者としても良いのではないかと思う。日本

人から人材を発掘してその職に充てる考えはないか。」との質疑があり、当局からは、

「各学校ではボランティアとして地域の住民の方で英語が堪能な方に協力をお願いして
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いるケースもある。そういった方々を集めて今後少しでも外国語活動を充実させるよう

にしたいとの構想があり、現在その情報を各学校から仕入れて、どういった制度にでき

るか検討しているところである。」との答弁がありました。

生涯学習課所管の学校・家庭・地域連携総合推進事業費及び生涯学習推進費の２事業

について、「少子化が進む理由として地方の疲弊ということがあり、その一番の原因は

家庭教育と聞いたことがある。ヨーロッパでも同様の問題があり、克服に向けて取り

組んだ経緯があり、子ども支援課の子育て支援事業にも通じることなので、そのような

先進事例を調査し、当市で生かせることがないか検討してみては良いのではないか。」

との意見があり、これに対し当局からは「ひとり親家族の増加や核家族化など家庭環境

が以前よりだいぶ変化してきている。そのような状況下で家庭教育支援が今後も重要と

思われ、先進地の事例も含めて検討させていただきたい。」との答弁がありました。

スポーツ振興課所管のスポーツ振興事業費について、「体育協会は今後どのような立

場となっていくのか。また、スポーツクラブやスポーツ少年団との関係性はどうなるの

か。」との質疑があり、当局からは「県内１３市のうち、７市で既に体育協会が法人化

され、当市でも法人化に向けて動き出すところである。その傘下にスポーツクラブとス

ポーツ少年団を設置する方向で準備に入る予定である。」との答弁がありました。

総合市民会館所管の総合市民会館運営費について、「中仙市民会館などで自衛隊コン

サートが行われているが、自衛隊へ勧誘するような行為が問題となった例もある。当市

ではどのように取り扱うのか。」との質疑があり、当局からは、「自衛隊コンサートに

ついて、令和２年度も開催予定である。市としては音楽隊には音楽の鑑賞ということを

主たる目的として、チラシ等を配るなど加入行為を自粛していただく方向でお願いし、

疑義をもたれないような形で開催できるよう努めてまいりたい。」との答弁がありまし

た。

その他、質疑がありましたが、当局からの内容説明を了とし、質疑及び討論はなく、

採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

た次第であります。

次に、議案第７４号「令和２年度大仙市学校給食事業特別会計予算」でありますが、

当局からの内容説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をも

ちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第７５号「令和２年度大仙市奨学資金特別会計予算」でありますが、当局



- 199 -

からの内容説明に対し、委員から「この奨学資金の貸し付けを受けるのに、どのような

審査があるのか。」との質疑があり、これに対して当局からは「申請の際に出身学校か

らの成績証明書や世帯の所得状況を申請書に添付して提出してもらい、奨学資金運営委

員会において審議されることとなる。」との答弁がありました。その他、質疑がありま

したが、当局の説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、

本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第７７号「令和２年度大仙市スキー場事業特別会計予算」及び議案第８６

号「令和２年度市立大曲病院事業会計予算」の２件は、当局からの内容説明を了とし、

質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本２件は原案のとお

り可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【１９番 髙橋徳久議員 降壇】

○議長（金谷道男） 次に、建設水道常任委員長１５番佐藤育男君。

（「はい、議長、１５番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） １５番。

【１５番 佐藤育男議員 登壇】

○建設水道常任委員長（佐藤育男） ご報告いたします。

議案第７１号「令和２年度大仙市一般会計予算」のうち、当委員会に審査付託となり

ました所管する予算につきましては、道路河川課の所管する予算の内容説明に対し、委

員から、除雪対策費について「今年のような暖冬のとき、除雪業者への補償は、どのよ

うに考えているのか。」との質疑に対し、当局からは「除排雪の委託業務については、

固定費・稼働費・待機補償費という項目を設けて補償を行っている。平均稼働時間を

１６０時間に設定し、それに満たない部分について、固定費・稼働費・待機補償費でお

支払いしている。」との答弁がありました。

また、委員から「請け負った業者はある程度よいが、運転手の方々が実働回数が少な

いため収入が少なく、非常に困っていると聞く。令和２年度予算は、前年度より減額と

なっているが、来年度はそのあたりをどのように対応していくのか。」との質疑があり、



- 200 -

当局からは「路線延長の短い小稼働機械には、これまでは待機補償はなかった。そのた

め、今年度見直しを行い、小稼働機械についても今年度から待機補償料を支払うことで

準備を進めているのでご理解をいただきたい。」との答弁がありました。

次に、委員から、橋りょう長寿命化対策事業費について「令和２年度は１７３橋を直

営で点検するが、それでもまだ点検していない橋はあるのか。」との質疑があり、当局

からは「点検は今年で１巡し、令和２年度からは２巡目に入るので、点検していない橋

はない。」との答弁がありました。

また、委員から「修繕の必要な橋が多くあると思うが、国からの配分にあまり変動が

見られない中で、緊急性の高いものから毎年５橋くらいずつ修繕工事を実施していくと

いう考え方か。」との質疑があり、当局からは「現在まではそのような流れであったが、

国で令和２年度から道路メンテナンス補助として単体の補助制度を設けるようである。

これを活用するためには、橋りょう長寿命化計画を策定する必要があるので、今年度計

画を策定し、この補助制度を活用して、修繕の進捗を図りたいと考えている。」との答

弁がありました。

次に、都市管理課の所管する予算の内容説明に対し、委員から、公園維持管理費につ

いて「この予算の中には遊具の撤去や新たに整備する遊具の費用は含まれているの

か。」との質疑があり、当局からは「遊具の撤去費用は含まれている。新たな遊具の整

備は公園遊具整備事業費として、公園維持管理費とは別に計上している。」との答弁が

ありました。

また、委員から「姫神公園のすべり台について、どのように考えているのか。」との

質疑があり、当局からは「現在、すべり台は使用禁止としているが、解体・撤去費用に

相当な金額が見込まれるので、明確に解体する時期は決まっていない。今後、早急に解

体したいと考えている。」との答弁がありました。

次に、建築住宅課の所管する予算の内容説明に対し、委員から、市営住宅維持管理費

について「太田地域は市営住宅の軒数も多いが、それでも大曲を除く他地域と比較して

管理費が突出して高い。その内訳はどのようになっているのか。」との質疑があり、当

局からは「屋根塗装や石油給湯器交換のほか、火災保険・水質検査・浄化槽検査・スズ

メバチ駆除など様々な委託料・検査手数料を含めると、それくらいの金額になる。また、

太田地域の市営住宅は木造住宅であり、経年劣化により維持修繕に経費が掛かるととも

に、シロアリが発生したことにより修繕費が掛かり増しになった。」との答弁がありま
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した。

また、委員から、地域住宅整備事業費について「令和３年度から１０カ年の第２期公

営住宅等長寿命化計画を策定するための予算だが、今後１０年間で公営住宅の整備にど

れくらいの経費が掛かると見込んでいるのか。」との質疑があり、当局からは「計画策

定に当たり、壊すもの・建て替えるもの・修繕して長寿命化を図るものなどの分析を、

これから専門家に委託する。今後の計画策定の中で、はじめて経費がどれぐらい掛かる

か分かってくる。」との答弁がありました。

その他、各課の事業について２、３の質疑がありましたが、当局の内容説明を了とし、

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべ

きものと決した次第であります。

次に、議案第８７号「令和２年度大仙市上水道事業会計予算」につきましては、当局

からの内容説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまし

て、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第８８号「令和２年度大仙市簡易水道事業会計予算」につきましては、当

局からの内容説明に対し、委員から「収入の中には、一般会計からの基準内繰入のほか

に基準外繰入もあるのか。」との質疑に対し、当局からは「収益的収入及び資本的収入

への一般会計からの繰入金は、全て基準内繰入である。」との答弁がありました。

また、委員から「収益的支出の中にある減価償却費は、形が見えるものではないが、

その管理は誰がどのように行っているのか。」との質疑があり、当局からは「平成２９

年度に企業会計を導入したときに固定資産台帳を整備している。その情報をシステムに

登録し、経営管理課で管理している。」との答弁がありました。

さらに、委員から「減価償却費が膨らんでくると利益が減少し、経営は厳しくなる。

その点についてどのように考えているのか。」との質疑があり、当局からは「予算編成

に当たり、減価償却費や長期前受金戻入など現金を伴わないものは一旦除き、一般会計

同様、収支の合うように編成しているので、その点は大丈夫である。」との答弁があり

ました。

その他、２、３の質疑がありましたが、当局の内容説明を了とし、討論はなく、採決

の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次

第であります。

次に、議案第８９号「令和２年度大仙市下水道事業会計予算」につきましては、当局
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からの内容説明に対し、委員から「今現在、企業債はどれくらいの額が残っているの

か。」との質疑に対し、当局からは「企業債残高は、約２５０億円である。」との答弁

がありました。

また、委員から「企業債元金償還金は、今後減っていくのか、増えていくのか、それ

とも横ばいなのか。」との質疑があり、当局から「元金償還金は、来年度、令和２年度

がピークである。令和３年度以降は減っていく予定である。」との答弁がありました。

その他、質疑がありましたが、当局の内容説明を了とし、討論はなく、採決の結果、

出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であり

ます。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【１５番 佐藤育男議員 降壇】

○議長（金谷道男） これより討論を行います。討論の通告がありますので発言を許しま

す。１１番佐藤文子さん。

（「議長、１１番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） １１番。

【１１番 佐藤文子議員 登壇】

○１１番（佐藤文子） 私は、２件について討論をさせていただきます。

まずはじめに、議案第７１号、令和２年度大仙市一般会計予算に反対の立場から討論

いたします。

反対の理由は、戸籍住民基本台帳費において、個人番号カード（マイナンバーカー

ド）交付事業費負担金が前年比５倍に及ぶ４，８５７万６千円と、異例の増額予算で計

上されているからであります。

政府は、骨太の方針２０１９において、マイナンバーカードの健康保険証利用を掲げ、

２０２１年３月末からの本格運用をするとしております。

マイナンバーカードは、普及率１５パーセントと低迷していることから、政府

２０２０年度のマイナンバー予算は、カードの交付を一気に引き上げようと空前の巨額

を投じる事態となっております。カードの交付予算は、前年の６．８倍の１，６６０億
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円を計上し、新たにカードを取得した人に対してプレミアム率２５パーセントものポ

イントを付与するマイナポイント制度の予算に２，４７０億円を計上、また、マイナポ

イント利用のためのマイナンバーカードへのマイキーＩＤの設定作業用の事業に

１，３６５億円、さらにカードの健康保険証への利用開始に向けて医療機関などへの

カード読取端末の設置予算に７６８億円、国外転出者によるマイナンバーカード利用に

２３５億円計上など、ざっと合計しただけでも６，４００億円を超えるものであります。

マイナンバーカードは、国家による国民の監視、個人情報の漏えいなど様々な問題を

はらんだままスタートし、４年が経過しましたが、普及枚数は１，９１５万枚にとど

まっているとのことであります。

安倍政権は、一向に普及しない焦りから、今回のばらまきに踏み切ったもので、さら

に異常なのは政府の普及計画であります。今年７月末までに３，０００万枚から

４，０００万枚へ、来年３月末まで６，０００万枚から７，０００万枚へ、そして再来

年には、３月末には９，０００万枚から１億枚にし、２０２３年度にほとんどの住民に

カードを持たせるとしております。その起爆剤に位置付けているのがマイナポイント制

度であります。制度が始まる９月に向け、マイナンバーカードの交付のテンポを今の６

倍から１０倍にしなければならないということになります。

マイナポイント制度は、消費税増税の経済対策として実施されたポイント還元や、申

請が３割程度にとどまったプレミアム商品券と比べても、経済効果は見込めないと既に

指摘されております。

国民の血税を使い、１人５千円のえさでマイナンバーカードの普及を図るなどとは、

言語道断と言わざるを得ません。

当市のマイナンバーカード関連予算は、一般会計予算のわずか０．１パーセントでは

ありますが、政府予算が消費税増税によって深刻化している暮らしや経済の実態を直視

せず、依然として大企業優遇と軍拡を続け、全世代型社会保障と称する社会保障削減路

線に基づくものであり、マイナンバーカード関連予算はその反映であります。

大仙市新年度予算は、１８歳年度末までの医療費無料や結婚・出産祝金、副食費の全

額助成、奨学金返還助成金の創設など、子育て支援を大胆かつ大幅に充実を図ったこと

など敬意を表するものでありますが、先に申し上げた理由から、本予算案に反対するも

のであります。

以上です。
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続きまして、議案第７３号、令和２年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算に反対討

論を行います。

反対の理由は、後期高齢者医療保険料の引き上げ予算となっているからであります。

保険料を決定し、保険給付事業等を行う秋田県後期高齢者医療広域連合は、２年に一

度の見直しとなる令和２年度から３年度の保険料を所得割で０．３１パーセント引き上

げ８．３パーセントに、均等割で３，３９０円引き上げ４万３，１００円とし、保険料

は年額で５，１２５円の引き上げで４万６８０円となるようであります。

今回の税率改定は、平成２４年度改定以来の８年ぶりとなるものであります。高齢者

の生活は、年金支給額が実質改定率０．３パーセントの減額のもと、消費税増税で緩和

策である年６万円の年金生活者支援給付金の対象とならない圧倒的多くの方に大きな負

担がのしかかってまいります。これに後期高齢者医療保険料の引き上げは、ますます追

い打ちをかけることになります。

大仙市後期高齢者医療特別会計の主な業務は、保険料の徴収と県への納付ではありま

すが、保険料引き上げ予算となっていることから、本案は認められず、反対するもので

あります。

以上で討論を終わります。

【１１番 佐藤文子議員 降壇】

○議長（金谷道男） 次に、５番挽野利恵さん。

【５番 挽野利恵議員 登壇】

○５番（挽野利恵） 公明党の挽野利恵です。

私は、議案第７１号、令和２年度大仙市一般会計予算につきまして、賛成の立場から

意見を述べさせていただきます。

今回の予算編成に当たっては、これまでの各部局一般財源枠配分方式ではなく、個別

審査方式をとり、事業の必要性、実行実績に基づく金額の精査、優先度の高いものから

予算を積み上げていかれたとのことで、限られた財源の中から一つ一つ丁寧に予算を組

まれたことが随所から感じられます。

令和２年度は、第２次大仙市総合計画後期実施計画並びに第２期大仙市まち・ひと・

しごと創生総合戦略の計画期間の初年度となることから、本市の将来を見据えた施策の

展開を図ることに重点を置かれ、これまでの取り組みを分析・評価し、少子化や子育て

支援、若者の定住対策などを強く推し進める取り組みに対して予算を優先的に配分され、
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ほかに農業や商工業の振興など六つの重点施策と１４のパッケージに基づいた実効ある

取り組みを積極的に進められると伺いました。

市政方針の結びで、大仙市誕生１５周年という記念の本年、「本市の将来を展望した

『新たな道』をきり拓いていくための契機にしたい」、そしてＳＤＧｓの一文を「人口
ひら

減少の抑制と地方創生の挑戦」と読み替え、「未来を創るのは今この時であり、この時

代に汗をかき行動をしなければならない」との熱い決意を述べられました。この市長の

決意を、市職員の皆様お一人お一人が指針とされ、施策を着実に実行し、市勢発展に向

けて大きな成果を挙げられますことをご期待申し上げ、賛成討論とさせていただきます。

【５番 挽野利恵議員 降壇】

○議長（金谷道男） ほかに討論の通告がありませんので、これにて討論を終結いたしま

す。

これより、ただいま議題となっております案件中、議案第７１号、令和２年度大仙市

一般会計予算を採決いたします。この採決は起立をもって行います。ただし、２０番橋

本五郎君に限り、本日議題となっている案件に対し、起立に代え挙手による表決を認め

ます。

なお、確認のため、起立または挙手された議員は、そのままでお願いいたします。

本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立または挙手を求めます。

（賛成者２３人 起立・挙手）

○議長（金谷道男） ご着席ください。

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。

次に、ただいま議題となっております案件中、議案第７３号、令和２年度大仙市後期

高齢者医療特別会計予算を採決いたします。この採決は起立または挙手をもって行いま

す。

なお、確認のため、起立または挙手された議員は、そのままでお願いいたします。

本件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立または挙手を求めます。

（賛成者２３人 起立・挙手）

○議長（金谷道男） ご着席ください。

起立多数であります。よって本件は、原案のとおり可決されました。
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次に、ただいま議題となっております案件中、議案第７２号及び議案第７４号から議

案第８９号までの１７件を一括して採決いたします。本１７件に対する委員長報告は原

案可決であります。本１７件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本１７件は、原案のとおり可決され

ました。

○議長（金谷道男） 議案審議の途中でありますが、この際、暫時休憩いたします。再開

は１１時２５分といたします。

午前１１時１６分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時２５分 再 開

○議長（金谷道男） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長（金谷道男） 次に、日程第５８、陳情第３９号及び日程第５９、陳情第４１号の

２件を一括して議題といたします。

本２件に関し、委員長の報告を求めます。企画産業常任委員長２４番大山利吉君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ２４番。

【２４番 大山利吉議員 登壇】

○企画産業常任委員長（大山利吉） ご報告いたします。

はじめに、陳情第３９号「 低賃金の改善と全国一律制にすることを求める陳情」に

つきましては、委員から「願意妥当で採択すべき」との意見と「秋田県では９９パー

セント以上が小規模事業所であり、自分たちの職場をなくしてしまうことにつながる可

能性もあるため、採択できない」との意見がありました。

挙手による採決の結果、賛成多数により、本件は採択すべきものと決した次第であり

ます。

次に、陳情第４１号「種苗の自家増殖原則禁止とする種苗法改定を行わないよう意見

書提出を求める陳情」につきましては、委員から「今回の種苗法改正法案は、海外流出

を防止し、これからの日本の農業、また、農家を守るためのもので、自家増殖を原則禁
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止とし、これまでの農家の在り方が脅かされるものではないため、願意を不適当と認め

る」との意見がありました。

採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は不採択すべきものと決した次第で

あります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【２４番 大山利吉議員 降壇】

○議長（金谷道男） これより討論を行います。討論の通告がありますので発言を許しま

す。６番秩父博樹君。

（「はい、議長、６番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ６番。

【６番 秩父博樹議員 登壇】

○６番（秩父博樹） 私は、陳情第３９号「 低賃金の改善と全国一律制にすることを求

める陳情」について、反対の立場から討論をさせていただきます。

まずもって、 低賃金の引き上げについては、大賛成であります。しかしながら、陳

情には、「時給１，０００円以上を今すぐ実現し、１，５００円を実現」とあります。

このような急激な変化についていけるのは、限られた大企業だけとなってしまい、中小

零細企業の経営は圧迫され、立ち行かなくなり、倒産が相次ぎ、雇用が不安定となり、

本末転倒となってしまいます。

低賃金の引き上げについては、企業の存続を念頭に置きながら、加えて需要と供給

のバランスに配慮した段階的な引き上げ、この“段階的な引き上げ”を進めるべきであ

り、それは現在進行中であります。

ちなみに、２０１９年の秋田県の 低賃金は時給７９０円と前年比プラス２８円で、

上昇率はプラス３．５４パーセントの過去 高、全国２位の上昇率となっております。

賃金は景気動向によって決定され、都市部と地方にばらつきがあるのはそのためであ

り、雇用は企業が存続して初めて成り立つものであり、企業の経営が圧迫されると、雇

用は不安定となります。

例えば、小売店や飲食店を考えても、人口密度の高い都市部の店舗と人口密度の低い
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地方では効率が違います。仮に同じ時給を設定してしまうと、地方店では採算が取れず、

閉店に追い込まれるのは明らかです。

陳情に従って全国一律の 低賃金を求めると、地方では社員１人当たりのコストは当

然上がることから、企業はできるだけ社員の数を減らそうとし、結果、失業者が増えて

しまいます。労働者支援と言いながら、リストラ推奨につながってしまいます。

企業側の大きな負担になるばかりではなく、企業が倒産や廃業して逆効果となり、雇

用が奪われる結果になることから、仮に実現した場合は、地方経済への打撃は計り知れ

ないものになります。

また、大仙市の産業構造の一面を分析すると、例えば当市には県外に本社を置く製造

業が４６社あり、ここでは約３千人の雇用が創出されております。政治主導で 低賃金

を全国一律とした場合、当市に工場を設置するメリットがなくなり、撤退を考える企業

も出てくると想定され、これは雇用環境の悪化につながり、当市が推進している施策の

一つである企業誘致と相反する結果につながってしまいます。

そのほか、例えば公共事業における技術者や職人の賃金である設計労務単価において

は、私自身、毎年のように国に対して“段階的な引き上げ”を要望してきた一人ですが、

この３月で８年連続の引き上げとなっている状況です。これが現場の技術者や職人さん

の賃金に反映されるにはタイムラグがありますが、継続することで行き届くようになり

ます。

しかしながら、この公共事業の設計労務単価においても、労働市場の実勢価格を適切

に反映しながら４７都道府県・５１職種別に単価を設定するのが常識であり、仮に地域

ごとの需要と供給のバランスを無視し、全国一律とした場合、先ほど触れたような様々

な弊害が発生し、連鎖し、雇用環境は悪化します。賃金は労働の対価であり、職業選択

の自由と相まって、需要と供給のバランスの中で決められるべきであり、それこそが自

由主義社会の市場原理であります。 低賃金法は労働賃金の下支え的法律であって、全

国一律の引き上げは、市場原理を無視しているものであり、統制経済のようなものに

なってしまいます。その結果、労働に見合わない高い賃金を支払わなければならない場

合も出てきます。

日本でも戦時中に経済の統制が行われた過去がありますが、多くの中小商業者が廃業

したのが歴史の事実です。国がやるべき政策は、 低賃金の全国一律制ではなく、企業

への支援、なかんずく中小零細企業への支援に力を入れることが重要であり、その上で
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様々なバランスに配慮した格差の抑制に努めることです。

陳情にある「時給１，０００円以上を今すぐ実現し、１，５００円を実現」という論

調は、現実的ではないことから、陳情第３９号に対しては不採択すべきとさせていただ

き、反対討論といたします。

以上です。

【６番 秩父博樹議員 降壇】

○議長（金谷道男） これより、ただいま議題となっております案件中、陳情第３９号、

低賃金の改善と全国一律制にすることを求める陳情を採決いたします。この採決は、

起立または挙手をもって行います。

なお、確認のため、起立または挙手された議員は、そのままでお願いいたします。

本件に対する委員長報告は採択であります。本件は、委員長報告のとおり決すること

に賛成の諸君の起立または挙手を求めます。

（賛成者２０人 起立・挙手）

○議長（金谷道男） ご着席ください。

起立多数であります。よって本件は、採択とすることに決しました。

次に、ただいま議題となっております案件中、陳情第４１号、種苗の自家増殖原則禁

止とする種苗法改定を行わないよう意見書提出を求める陳情を採決いたします。この採

決は、起立または挙手をもって行います。

なお、確認のため、起立または挙手された議員は、そのままでお願いをいたします。

本件に対する委員長報告は不採択であります。本件を採択と決することに賛成の諸君

の起立または挙手を求めます。

（「意味が分からないです。」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） はい、もう一度言います。

本件に対する委員長報告は不採択であります。本件を採択と決することに賛成の諸君

の起立または挙手を求めます。

（賛成者５人 起立・挙手）

○議長（金谷道男） 着席ください。

起立少数であります。よって本件は、不採択とすることに決しました。

○議長（金谷道男） 次に、日程第６０、意見書案第２４号を議題といたします。
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意見書案第２４号は企画産業常任委員長から提出されております。

お諮りします。意見書案第２４号は、会議規則第３７条第３項の規定により、提案理

由の説明を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本件については、提案理由の説明は

省略することに決しました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております本件は、会議規則第３７条第２項の規定により、委員

会には付託いたしません。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 討論なしと認めます。

これより意見書案第２４号を採決いたします。本件は、原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議がありますので、この採決は起立をもって行います。本件を

原案のとおり決することに賛成の方の挙手または起立を求めます。意見書案を出すこと

に賛成の方の起立または挙手を求めます。

（賛成者２１人 起立・挙手）

○議長（金谷道男） ご着席ください。

起立多数であります。よって、原案のとおり決しました。

お諮りいたします。ただいま議決されました意見書案第２４号について、この条項、

字句、数字、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に一任されたい

と思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整理

は、議長に委任することに決しました。
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○議長（金谷道男） 次に、日程第６１、議案第９０号を議題といたします。

議案第９０号は、議会運営委員長から提出されております。

お諮りいたします。議案第９０号は、会議規則第３７条第３項の規定により、提案理

由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本件については、提案理由の説明は

省略することに決しました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております本件は、会議規則第３７条第２項の規定により、委員

会には付託いたしません。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 討論なしと認めます。

これより議案第９０号を採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。

○議長（金谷道男） 次に、日程第６２、議案第９１号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。老松市長。

【老松市長 登壇】

○市長（老松博行） 議案第９１号、監査委員の選任について、ご説明申し上げます。

資料ナンバー６、議案書の１ページをご覧いただきたいと存じます。

本案は、本市監査委員の福原堅悦氏より、令和２年３月３１日をもって監査委員を退

任したい旨の申し出がありましたので、これを承認し、識見を有する者のうちから選任

する監査委員として、武田哲也氏を新たに選任するため、地方自治法第１９６条第１項

の規定により議会の同意を求めるものであります。
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なお、任期は４年であり、来る４月１日より就任させたいと考えております。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願いを

申し上げます。

【老松市長 降壇】

○議長（金谷道男） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件については、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本件については、委員会の付託を省

略することに決しました。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 討論なしと認めます。

これより議案第９１号を採決いたします。本件は、同意と決することにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本件は、同意することに決しました。

○議長（金谷道男） 次に、日程第６３、議案第９２号及び日程第６４、議案第９３号の

２件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。舛谷総務部長。

【舛谷総務部長 登壇】

○総務部長（舛谷祐幸） 議案第９２号、令和元年度大仙市一般会計補正予算（第１２

号）につきまして、ご説明を申し上げます。

お手元の資料ナンバー７、補正予算書〔３月補正③〕をご覧願います。

１ページをお願いいたします。

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した市内

企業等を緊急的に支援するため、現行の企業融資制度とは別枠の新型コロナウイルス対
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策特別枠を新たに設定するものであり、市内企業等が運転資金や設備資金の融資を受け

た際の利子補給について債務負担行為の補正をお願いするものであります。

２ページをお願いいたします。

債務負担行為につきましては、融資利子補給金について、令和２年３月３１日までに

市内企業等が融資を受けた際の利子の支払いが令和２年度以降となることから、令和元

年度の補正額はございませんが、令和２年度から令和１２年度までを期間とした債務負

担行為の追加をお願いするものであります。

続きまして、議案第９３号、令和２年度大仙市一般会計補正予算（第１号）につきま

して、ご説明を申し上げます。

お手元の資料ナンバー８の補正予算書〔当初補正〕をご覧願います。

１ページをお願いいたします。

今回の補正予算は、先程説明いたしました議案第９２号と同じく、令和２年度におき

まして新型コロナウイルス感染症対策として実施する市内企業等への融資制度について、

関連経費の補正をお願いするもので、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億２，００７万

８千円を追加し、補正後の予算総額を４２６億２，６２７万８千円とするものでありま

す。

４ページをお願いいたします。

債務負担行為につきましては、令和２年度に市内企業等が融資を受けた際の利子の一

部を令和３年度から令和１２年度までを期間として補給するもので、債務負担行為の追

加をお願いするものであります。

補正予算の概要につきまして、歳入からご説明を申し上げます。

７ページをお願いいたします。

２０款繰越金は、前年度繰越金として２，００７万８千円の補正、２１款諸収入は、

新型コロナウイルス融資預託金元金収入として２億円の補正であります。

続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。

８ページをお願いいたします。

７款商工費は、新型コロナウイルス感染症対策資金融資関連事業費として、運転資金

や設備資金を支援するもので、２億２，００７万８千円の補正であります。

補正内容でありますけれども、補給金につきましては、ウイルス対策特別枠により市

内企業等が融資を受けた際の利子の一部を補給する融資利子補給金６８４万８千円と、
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同じく特別枠により市内企業等が信用保証協会との約定による信用保証を受けた融資に

ついて、その保証料の全額を市が負担する保証料補給金１，３２３万円の合わせて

２，００７万８千円の補正であります。

また、融資預託金につきましては、特別枠の融資を行う金融機関に対し、原資となる

預託金を増額するもので、２億円の補正であります。

以上、ご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い

を申し上げます。

【舛谷総務部長 降壇】

○議長（金谷道男） これより質疑を行います。質疑のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております議案第９２号及び議案第９３号の２件は、企画産業常

任委員会に付託いたします。

○議長（金谷道男） この際、常任委員会審査のため、暫時休憩いたします。再開時刻は

後程ご連絡いたします。

午前１１時４８分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 １時００分 再 開

○議長（金谷道男） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長（金谷道男） 日程第６３、議案第９２号及び日程第６４、議案第９３号の２件を

一括して再び議題といたします。

本２件に関し、委員長の報告を求めます。企画産業常任委員長２４番大山利吉君。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ２４番。

【２４番 大山利吉議員 登壇】

○企画産業常任委員長（大山利吉） ご報告いたします。

休憩前の本会議におきまして当常任委員会に審査付託となりました事件につきまして、

本会議休憩中に委員会を開催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしました
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ので、その経過及び結果についてご報告いたします。

議案第９２号「令和元年度大仙市一般会計補正予算（第１２号）」につきましては、

当局からの内容説明に対し、委員から「市では保証料を全額負担しているが、保証料率

が高いと感じている。これを引き下げることはできないのか。」との質疑があり、当局

からは「保証料率は県信用保証協会の取り決めによるものであるためである。」との答

弁がございました。

当局からの内容説明を了とし、討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまし

て、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第９３号「令和２年度大仙市一般会計補正予算（第１号）」につきまして

は、当局からの内容説明を了とし、質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一致を

もちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（金谷道男） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 質疑なしと認めます。

【２４番 大山利吉議員 降壇】

○議長（金谷道男） これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） 討論なしと認めます。

これより議案第９２号及び議案第９３号の２件を一括して採決いたします。本２件に

対する委員長報告は原案可決であります。本２件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって本２件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（金谷道男） 次に、日程第６５、各委員会から閉会中の継続審査及び所管事務調

査の申し出についてを議題といたします。

各委員長から審査及び調査中の事件につき、会議規則第１０４条並びに第１１０条の
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規定により、お手元に配付いたしましたとおり閉会中の継続審査及び所管事務調査の申

し出がありました。

お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び所管事務

調査とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男） ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり決

しました。

○議長（金谷道男） 以上で、本日の定例会の日程は全部終了いたしました。

○議長（金谷道男） これにて令和２年第１回大仙市議会定例会を閉会いたします。

長時間にわたり大変ご苦労様でした。

午後 １時０４分 閉 会
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

令和 年 月 日

大仙市議会議長

議 員

議 員

議 員
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